
施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等

①若者の自立とたくましい子
どもの育ち
②仕事と家庭の両立支援と働
き方の見直し
③生命の大切さ、家庭の役割
等についての理解
④子育ての新たな支え合いと
連帯

①保育サービスの整備 ①保育サービスの整備

・待機児童ゼロ作戦の推進（厚生労働省）

・多様な保育サービスの提供（厚生労働省）

13年度 14年度 15年度 16年度

(291) (345)

298か所 268か所

13'1次補正

12'補正 83か所 14’補正

88か所 13'2次補正 48か所

76か所

累計 累計 累計 累計

779か所 1,206か所 1,522か所 1,790か所

５　男女の職業生活と家庭・地域生活の両立の支援

（１）多様なライ
フスタイルに対応
した子育て支援策
の充実

多機能保育所等
の整備

ア　多様なライフスタイルに対
応した子育て支援策の充実

施策の実施状況及び関連統計等

・急速な少子化の流れを変え
るため、１５年７月に成立し
た少子化社会対策基本法に基
づき、政府が講じるべき施策
として、「少子化社会対策大
綱」が１６年６月に閣議決定
され、今後、特に集中的に取
り組むべき「４つの重点課
題」として、

延長保育の推進
（9,431）
9,000か所

（62.4）
61.8万人

　多様な保育サービス需要に適切
に対応し、仕事を始めとする他の
活動と子育ての両立の負担感を軽
減するため、保育所の設置主体制
限の撤廃も踏まえて低年齢児を始
めとする保育所受入枠の拡大を行
うほか、延長保育、休日保育、夜
間保育、病気回復期にある乳幼児
保育の普及、事業所内託児施設の
設置・運営に対する支援を行うと
ともに、一時保育や育児サークル
の支援を行う。また、保育サービ
スの質の向上、効率化と情報提供
を推進し、適切なサービスの選択
が行われるようにする。

低年齢児の受入
れの拡大

（11,702）
11,500か所

・１５年７月に成立した次世代育成支援対策推進法に基づき、１６年度末までに、すべての地方公共団体、常時雇用する労働者数が３０１人以
上の企業及び職員を雇用する立場から国・地方公共団体の機関において次世代育成支援の実施に関する行動計画の策定が義務付けられたところ
であり、今後、地方公共団体や企業等において、行動計画に基づく総合的・計画的な取組を推進。（厚生労働省　１５年７月から随時施行）

・１５年７月に成立した改正児童福祉法において、地域における子育て支援事業の実施を市町村の責務として明確に位置付け、すべての家庭に
対する子育て支援を積極的に行う仕組みを整備するとともに、保育所待機児童が多数いる市町村等に保育計画の策定を義務付けるといった保育
サービスの充実のための施策を実施。（厚生労働省　１６年４月から随時施行）

（271）
200か所

保育所、保育ママ、自治体におけるさまざまな単独施策、幼稚園における預かり保育等を活用し、14年度に5万人の受入れ児童数の増を
実施。さらに16年度までに10万人の受入れ児童数の増を図る

(67.1)
67.4万人

(64.6)
64.4万人

・１６年６月に閣議決定した「少子化社会対策大綱」に基づき、１６年末には施策の具体的実施計画として、新エンゼルプランに代わる新たな
プラン（新新エンゼルプラン）を策定。（厚生労働省）

70.4万人

（354）
450か所

11,500か所

休日保育の推進

268か所

500か所

（10,600）
10,000か所

（525）
500か所

夜間保育の推進

乳幼児健康支援
一時預かりの推
進

（55か所）
－

（49か所）
－

（206）
275か所

（58か所）
－

(307)
425か所

(251)
350か所

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①待機児童の解消を目指し、
達成数値目標及び期限を定め
て実現を図る
②保育の拡充は公立及び社会
福祉法人立を基盤としつつ、
民間活力を導入し公設民営型
など多様化を図る
③学校の空き教室など利用可
能な公共施設は保育のために
弾力的に活用することを基本
方針とした「待機児童ゼロ作
戦」や、
①病院などにおける病児・病
後児保育及び保育所における
病後児保育を一層推進すると
ともに、延長保育や入園時期
の弾力化などを実現する
②民間の資源も活用した良質
なサービスを供給し選択の幅
を拡大する
③保育や育児に関する各自治
体の創意工夫を奨励する
④経営主体に対して十分な情
報開示を義務づけることを基

－

500か所

268か所

を設定し、これらを受けて、
まず着手する当面の具体的項
目として「２８の行動」を掲
げて、必要な取組について推
進することとしている。（16
年6月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

（注）実数は新エンゼルプランの目標値 　　　（　）内は実績値

・保育サービスの質の向上、情報提供（厚生労働省）

・事業所内託児施設助成金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　5年度～）

・事業所内託児施設を設置、運営及び増築等を行う事業主・事業主団体に、費用の一部を助成

助成率：設置費1/2、運営費1/2、増築費1/2

　　　

　　　　　　保育遊具等購入費40万円

　　　　事業所内託児施設助成金の支給状況

12年度 13年度 14年度 15年度

件数 186 176 158 180

金額（千円） 696,738 647,488 622,914 782,434

・病院内保育所運営事業（厚生労働省）

・子育て世代の簡易保険の加入者が、簡易保険加入者福祉施設をより一層利用しやすくなるように、

　施設内に託児施設を設置。

　　当該施策は、平成15年度から日本郵政公社へ移行（以下同様）（総務省（郵政事業庁））

平成12年度 平成13年度 平成14年度

新規設置数(所) 2 2 0

計 2 4 4

・保育士資格の法定化（13年改正児童福祉法）、児童福祉施設に係る第三者評価事業を推進（厚生労働省　14年度～）

（4,178）
3,500か所

地域子育て支援
センターの整備

（1,791）
2,100か所

・インターネット上に「ｉ－子育てネット」を開設し、保育所情報等広範な子育て情報を提供（厚生労働省　13年度～）

一時保育の推進

　子供を持つ看護職員等の医療従事者が安心して勤務を継続、あるいは再就業できるための環境を整備するため、病院内保育施設の運営費の一
部（人件費）に対する補助を実施

助成限度額：設置費2,300万円、運営費1,014.6万円、増築費（増築）1,150万円・（建替え）2,300万円、

（2,168）
2,400か所

（2,499）
2,700か所

（3,068）
2,500か所

4,500か所
（4,959）
4,500か所

報開示を義務づけることを基
本方針とした「多様で良質な
保育サービス」を盛り込ん
だ。（１３年７月）

2,700か所

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「待
機児童ゼロ作戦の実施によ
り、待機児童の多い都市を中
心に、計画的に保育所等の受
入児童数の増大による待機児
童の解消のための取組を進め
る。待機児童の多い地域にお
ける定員基準の弾力化、保育
所分園の設置促進、園庭を付
近の広場・公園で代用可とす
る扱い等の設置基準の弾力化
等の規制緩和措置などを通じ
て、質の高い認可外保育施設
の認可保育所への転換を促進
するとともに、保育事業に多
様な主体が参入しやすくなる
よう条件整備に努める。地域
の実情に応じ、ＰＦＩ方式の
活用、公有財産の貸付けや公
設民営方式の活用により、多
様な事業者の能力を活用した
保育所の設置運営を促進す
る。」

・男女共同参画会議の「政府
が実施する男女共同参画社会
の形成の促進に関する施策の
実施状況の監視について」に
おいて、仕事と子育ての両立
支援策の方針について、病院
や診療所における病児・病後
保育及び保育所における病後
保育については、保育所、医
療関係機関、団体等が連携し
て進めることが重要である、
延長保育、一時保育、障害児
保育などの多様な保育サービ
スについては実施率が上昇し
つつあり、引き続き取組の推
進が図られることが重要であ
る、保育サービスの体制整備
に当たっては、地域特性を踏
まえた対応が重要であること
等を意見として決定（14年７
月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

「公立保育所における延長保
育の民営保育所並みの実施を
目指し、一時保育、休日保育
等多様なサービスのより一層
の充実を図るとともに、送迎
サービスの推進、病気回復期
のため集団保育が困難となる
間の一時預かり等の事業等の
推進を図る。また、幼稚園に
おける預かり保育等の子育て
支援の推進を図る。」

「複数企業間での共同設置を
含め、事業所内託児施設の設
置について、経済的支援や設
置の手引き、先進事例の紹介
などにより、推進する。」

「保護者や地域の実情に応
じ、幼稚園と保育所のそれぞ
れの特性を活かしつつ、多様
な教育・保育を提供できるよ
う、職員資格の併有や施設設
備の共用など、幼稚園と保育
所の連携を進めるとともに、
就学前の教育・保育と小学校
との連携も進める。」

「就学前の教育・保育を一体
として捉えた一貫した総合施
設について、平成16年度中に
基本的考え方を取りまとめ、
平成17年度に試行事業を先行
実施し、平成18年度からの本
格実施を目指す。」

「幼稚園及び保育所の教育・
保育の内容の充実を図りつ
つ、利用者の選択にも資する
よう、情報公開を促進すると
ともに、保護者や地域住民の
意見を踏まえ、自己点検評価
や第三者評価を推進する。」
とされた（16年6月）

・就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した「総合施設」について、文部科学省と厚生労働省で連携し、
　16年度中に基本的な考えを取りまとめた上で、17年度に試行事業を先行実施するなど、必要な法整備を
　行うことも含め様々な準備を行い、18年度から本格実施することとしている。具体的案について、現在、
　中央教育審議会及び社会保障審議会の合同部会を設け検討中。（文部科学省・厚生労働省　18年度実施予定）

・幼稚園設置基準を改正し、幼稚園において、自己点検評価及びその結果の公表に努めるとともに、
　積極的な情報提供を行うことについて規定（文部科学省　14年度～）

・保育所の評価基準のあり方について、全国社会福祉協議会の評価基準等委員会において１６年度中に検討を行い、その結果をふまえ評価基準
を新たに策定する予定（厚生労働省）

○幼稚園教諭免許と保育士資格の併有の促進のため、以下の取組を措置した。
　・幼稚園免許を有する者について、保育士試験受験科目の一部免除。（厚生労働省　14年度～）
　・保育士資格所有者が幼稚園教諭免許を取得する方策として、新たに幼稚園教員資格認定試験を創設。（文部科学省　17年度実施予定）

・幼稚園、保育所及び小学校において、幼児・児童の合同活動や教員の合同研修、保護者の交流などを
　促進するための調査研究を実施（文部科学省　15年度～）

・幼稚園の教育機能や施設を開放して子育て相談を実施するなどの子育て支援に係る実践的な調査
　研究を実施（文部科学省　８年度～）
・幼稚園の通常の教育時間の前後などに行われる「預かり保育」など、子育て支援を実施する幼稚園
　に対して支援（文部科学省　７年度～）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

②放課後児童対策の充実 ②放課後児童対策の充実

・放課後児童クラブ（厚生労働省）

12年 13年 14年 15年

か所数 10,994 11,863 12,782 13,698

登録児童数 392,893 452,135 502,041 565,764

（各年5月1日現在）

・障害児受入加算の創設（4人以上）（13年度）→2人以上に緩和（15年度）（厚生労働省）

・土日祝日開設加算の創設（14年度）（厚生労働省）

12年度 13年度 14年度 15年度

75 85 67 集計中

・小規模クラブ（10人以上20人未満）への補助（過疎地等のみ）（13年度）→過疎地等要件撤廃（14年度）（厚生労働省）

　学校の余裕教室を活用した放課
後児童クラブの推進など、放課後
に保護者がいない小学校低学年児
童に対する放課後児童対策を充実
する。

・公立小中学校における余裕教室の児童福祉施設（保育所・放課後児童クラブ等）への転用実績
（文部科学省）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①大都市周辺部の放課後児童
対策が必要な全ての地域で学
校・児童館等に学童のための
居場所を確保し、ニーズに応
じた弾力的な放課後児童対策
を推進する
②運営は公的な責任の下に民
間の活用を図り、豊富な経験
をもった地域のさまざまな人
材を活用することを基本方針
とした「必要な地域すべてに
放課後児童対策を」を盛り込
んだ（１３年７月）

・男女共同参画会議の「男女
共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況の監視
について」において、仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて、放課後児童対策の推
進に当たっては、地域特性を
踏まえた対応が重要である、
地域におけるニーズなどを含
めた事業の実施状況を把握

することが必要、空き教室、
公有財産など様々な社会資源
の活用のための仕組みが整備
されてきたところであり、
NPOも含め、その活用を促進
することが必要であること等
を意見として決定（14年７
月）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「放
課後児童クラブや地域のすべ
ての児童に活動の場所を確保
する事業など、小・中学生の
放課後の受入体制を、大都市
周辺部を中心に整備する。利
用者のニーズや地域の実情に
応じ、民間主体や地域の人材
の活用により効果的な放課後
対策の取組を推進する。」と
された。（16年6月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

③幼稚園における子育て支援の充実

・幼稚園の教育機能や施設を開放して子育て相談を実施するなどの子育て支援に係る実践的な調査

研究を実施（文部科学省　８年度～）（５（１）ア①に前掲）

・幼稚園の通常の教育時間の前後などに行われる「預かり保育」など、子育て支援を実施する幼稚

園に対して支援（文部科学省　７年度～）（５（１）ア①に前掲）

　「預かり保育」実施園数

12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

6,860園 7,761園 8,473園 8,985園 9,419園

・幼稚園、保育所及び小学校において、幼児・児童の合同活動や教員の合同研修、保護者の交流などを
促進するための調査研究を実施（文部科学省　15年度～）（５（１）ア①に前掲）

④子育てに関する相談支援体制の整備　　

・市町村地域子育て支援推進強化事業の創設（厚生労働省　15年度創設）

　１５年度予算　６３５市町村

 （以下の事業を選択的に実施するメニュー事業）

14年度 15年度

６５カ所 ８５カ所

・「子育て支援ネットワークの充実事業」において、子育て経験者等の「子育てサポーター」を配置（12年度～15年度）（文部科学省）

　「子育てサポーター」の配置数

12年度 13年度 14年度 15年度

1114人 1529人 2237人 2940人

　　就学時健診等の機会を活用した子育て講座の実施数

13年度 14年度 15年度

12759 15306 17190

　　思春期の子どもを持つ親のための子育て講座の実施数

13年度 14年度 15年度

103 4446 7186

　　妊娠期にある親を対象とした子育て講座の実施数

14年度 15年度

1978 2539

・家庭教育24時間電話相談事業を実施（文部科学省　11～14年度）

14年度までの実績　42都道府県

　①子育支援総合コーディネート事業（地域における多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する子育て支援総合コーディネーターを配
置してサービスの効率化及び利用者の利便性の向上を図る。）

③幼稚園における子育て支援の
充実

　幼稚園の施設や機能を地域に開
放し、地域の実情に応じた子育て
相談や保護者同士の交流の場の提
供等を推進する。また、通常の教
育時間終了後も引き続き希望する
園児を預かるなど、幼稚園の運営
の弾力化を図る。

　子育ての孤立化や不安の解消を
図るため、地域子育て支援セン
ターにおける相談支援体制の整
備、家庭教育に関する相談体制の
整備、学習機会の提供、情報提供
の実施、子育て支援ネットワーク
づくり等、子育てに関する支援体
制の整備を図る。

子育て中の親子が気軽に集い、相談・交流できる「つどいの広場」の身近な場所での設置を推進

④子育てに関する相談支援体制
の整備

・「子育て学習の全国展開事業」において、家庭教育に関する学習機会を提供（13年度～15年度）（文部科学省）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「子
育て中の親子が集まって相
談、情報交換、交流ができる
「つどいの広場」や、子育て
サークル支援や育児相談を行
う「地域子育て支援セン
タ 等に いて 余裕教室

・「幼児教育の振興に関する
調査研究協力者会合」の報告
を受け、「幼児教育振興プロ
グラム」を策定し、幼稚園に
おける子育て支援の充実に関
する記述を盛り込んだ（文部
科学省　13年4月）。

・「今後の家庭教育支援の充
実についての懇談会」の最終
報告において、社会全体で子
育てに取組むための様々な方
策を提言（文部科学省　14年
７月）

　②子育てバリアフリー推進事業（乳幼児とその親が外出する際の遊び場、授乳コーナー等のマップを、管内の児童委員、子育てサークル等の
参加のもとに、調査・作成し、子育て家庭に配布する。）

　③子育て支援委員事業（主任児童委員、保健師、保育士等の子育て支援企画委員を中心に子育て支援委員会を小学校区単位に設置し、子育て
支援の地域ネットワークの構築を図る。）
・つどいの広場事業（厚生労働省　14年度～）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定した「仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて」において、
①地域の実情に応じた多様な
家族支援サービスを充実させ
る
②幼稚園における子育て支援
を充実するとともに、子育て
支援を体験するボランティア
活動の機会を作る
③保育所等が組み込まれた職
住近接のまちづくりを促進す
ることを基本方針とした「地
域こぞって子育てを」を盛り
込んだ。（１３年７月）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①地域の実情に応じた多様な
家族支援サービスを充実させ
る
②幼稚園における子育て支援
を充実するとともに、子育て
支援を体験するボランティア
活動の機会を作る
を盛り込んだ。（１３年７
月）
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・「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」最終報告をまとめ、各都道府県・市町村教育

委員会、学校、保健所・保健センター、保育所等に広く配布（14年度）（文部科学省）

・独立行政法人国立女性教育会館事業として、「子育てサークル交流支援研究協議会」（14年度）

「子育てネットワーク研究交流協議会」（15年度～）を開催（文部科学省）

　　開催実績（箇所数、参加人数）

平成14年度 　3ヶ所（埼玉,神奈川,大阪） 約1,700名

平成15年度 　4ヶ所（埼玉,東京,大阪,福 約1,400名

平成16年度 －

　　登録団体の内訳（平成16年7月現在）

2,090件

3,044件

・家庭教育手帳・ノートを作成・配布（文部科学省 11年度～14年度）

・家庭教育ビデオを作成・配布（文部科学省 14年度）

・新家庭教育手帳を作成・配布（文部科学省　15年度～）

・「全国家庭教育フォーラム」を実施（文部科学省　16年度～）

13年度 14年度 15年度

1,791か所 2,168か所 2,499か所

⑤ 子育てのための資産形成の支援

○年度末保有契約状況（総務省（郵政事業庁））

平成12年度 平成13年度 平成14年度

件 数 1,092万件 1,033万件 973万件

保 険 金 額 184,849億円 178,119億円 170,236億円

件 数 128万件 104万件 85万件

保 険 金 額 17,736億円 14,397億円 11,663億円

件 数 166万件 170万件 170万件

保 険 金 額 31,388億円 32,039億円 32,121億円

・学資保険、成人保険の契約数は減少傾向、育英年金付学資保険は横ばい。

　ただし、成人保険は平成15年３月末で販売終了。

　育英年金付学資保険、教育積立
貯金を通じて自助努力による子育
てのための資産形成の支援を行
う。

育英年金付学資
保険

成人保険

⑤子育てのための資産形成の支
援

学資保険

教育委員会

5ヶ所（埼玉,山形,岡山,福岡,

・子育て支援団体や都道府県市町村教育委員会の子育てに関する情報をデータベース化し、イン
ターネットで提供（文部科学省　14年度～）

子育て支援団体

ター」等について、余裕教室
等公共施設の余裕空間や、商
店街の空き店舗なども活用し
つつ、身近な場所での設置を
推進する。子どもの育ちの段
階に応じ、地域の幼稚園、保
育所や児童館などを使った多
様な子育て講座、親子教室、
相談事業など、親が子育ての
知識や考え方を身に付け、安
心して子育てに取り組めるよ
う「親と子の育ちの場」の提
供を進める。その際、行政と
子育て支援団体との連携に留
意するとともに、時間設定に
おいて働く親への配慮や、託
児など子どもを連れた親への
配慮をする。子育て家庭が適
切に必要なサービスを選択で
きるようにするため、市町村
ごとに「子育て支援総合コー
ディネーター」を配置する。
また、子育て中の親の気軽な
相談相手となる「子育てサ
ポーター」のリーダーとなる
人材等の養成を行う。子育て
中の労働者や主婦等を会員と
して、地域における育児の相
互援助活動を行うファミリー
サポートセンターの設置を促
進する。基本的倫理観や社会
的マナー、自制心や自立心な
どを育成する上で重要な役割
を果たす家庭教育を支援する
ため、家庭教育に関する学習
機会及び情報の提供を行うと
ともに、家庭教育に関する相
談体制の整備等に取り組む。
その際、行政と子育て支援団
体との連携や、家庭教育手帳
の活用に留意するとともに、
父親の家庭教育への参加、時
間設定において働く親への配
慮や、託児など子どもを連れ
た親への配慮をする。」とさ
れた。（16年6月）

・「家庭教育支援総合推進事業」において、子育てサポーターの資質向上を図るリーダー養成や、
　親等に対する様々な機会を活用した家庭教育に関する学習機会の提供等を実施（文部科学省　16年度～）

・「家庭教育支援における行政と子育て支援団体と連携についての調査研究委員会」報告を取りまとめ、各都道府県・市町村教育委員会、
　学校、保健所・保健センター、保育所等に広く配布（15年度）（文部科学省）

・地域の子育て家庭に対する育児支援を行うため、保育所において地域の子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導、子育てサークル
等への支援を行う地域子育て支援センター事業を実施（厚生労働省）
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○教育積立貯金の利用状況（総務省（郵政事業庁））

12年度 13年度 14年度

口座数（千口座） 11 11 11

現在高（億円） 67 72 76

・教育積立貯金等の提供を通じて、自助努力による子育てのための資産形成を支援
⑥児童虐待への取組の推進 ⑥児童虐待への取組の推進　

12年度 13年度 14年度

件数 17,725 23,274 23,738

13年度 14年度 15年度

市町村数

3,247 3,240 3,209

設置済 506 702 967

計画中 314 323 278

・育児・家事の援助や具体的な育児に関する支援を行う育児支援家庭訪問事業の実施（厚生労働省　１６年度）

・児童虐待防止啓発ポスターとリーフレット「子どもを虐待から守る５か条」の作成（厚生労働省　15年度）

・子どもの人権を始めとする様々な人権に関する参加体験型の学習プログラム開発を実施。

　（文部科学省　12年度～14年度）

・児童虐待への適切な対応等について，学校教育及び社会教育関係者に対し周知（文部科学省　12年度～）

・「『児童虐待の防止等に関する法律』の施行について」通知（文部科学省　12年度）

・「『児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律』の施行について」通知（文部科学省　16年度）

・子どもの人権問題に関する専用の電話相談窓口「子どもの人権110番」の設置

・子どもの人権110番の利用件数（法務省）

年 平成13年 平成14年 平成15年

件数 8,174 8,979 8,993

・人権擁護委員の中から子どもの人権問題を専門的に取扱う「子どもの人権専門委員」を指名

　　（全国で約700名）（法務省）

・「平成14年度児童相談所における児童虐待相談処理件数等」（厚生労働省　15年9月）より

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「児
童虐待の発生を予防するた
め、産後間もない時期からの
一般の子育て支援を充実する
とともに、地域からの孤立や
育児不安など養育支援が必要
となりやすい状況にある家庭
を把握し、訪問支援する取組
を推進する。」
「児童虐待を早期に発見し対
応するため、児童相談所や市
町村、学校等の関係機関の機
能を強化するとともに、虐待
防止ネットワークの設置促進
など相互の連携による取組を
推進する。」「児童虐待を受
けた子どもについて、保護や
自立の支援、親子の再統合の
促進への配慮、良好な家庭的
環境で生活するための支援を
行うため 里親の拡充や施設

・「家庭教育支援における行
政と子育て支援団体との連携
についての調査研究委員会」
の報告において、行政と子育
て支援団体とが連携した家庭
教育支援について提言（文部
科学省 16年３月）

　近年増加している児童虐待に対
しては、福祉、保健、教育、警
察、司法等の関係機関の適切な連
携の下、児童虐待の防止等に関す
る法律及び児童福祉法の適正な運
用を図り、児童虐待の早期発見・
早期対応、被害児童の迅速かつ適
切な保護に努める。

・ 法務省の人権擁護機関においては，人権侵犯事件中の児童虐待事案を，一定の重要・困難な事件を区分する「特別事件」と位置付け，すべ
て人権擁護局長に対し報告を行い，処理の承認等を受けることとしている（法務省　16年度～）

・「児童虐待防止を目的とする市町村域でのネットワークの設置状況調査について」（厚生労働省　15年6月調査）より

・児童虐待をテーマとした啓発映画の作成（１３年度）（法務省）
・児童虐待を含む虐待をテーマとした啓発冊子を作成（１４年度）。（法務省）
・法務省の人権擁護機関において，児童虐待を含む虐待をテーマとした講演会・研修会等の実施などの啓発活動を実施。（法務省）

・社会保障審議会児童部会の
「児童虐待への対応など要保
護児童および要支援家庭に対
する支援のあり方に関する当
面の見直しの方向性につい
て」において、早急に取り組
むべき社会全体の課題である
児童虐待問題について報告書
として取りまとめられた。
（厚生労働省　15年11月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

⑦子育てを支援する良質な住宅、居住環境及び道路交通環境の整備

○　あんしん歩行エリアの整備（警察庁及び国土交通省　15年度～19年度）

○　バリアフリー対応型信号機の整備（警察庁）                                             

    高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、歩行者

感応信号機等のバリアフリー対応型信号機の整備等を推進している。

(単位：基)
歩行者感応信
号機

高齢者等感応
信号機

視覚障害者用
付加装置

音響式歩行者
誘導付加装置

歩行者支援
装置

12年度末 804 3047 10584 811 －
13年度末 840 3381 11083 1010 －
14年度末 926 4211 12012 1315 －
15年度末 993 4,603 12,716 1,433 461

○　その他の道路交通環境の整備（警察庁）

⑦子育てを支援する良質な住
宅、居住環境及び道路交通環境
の整備

行うため、里親の拡充や施設
等の充実、適切な教育の確
保、家族も含めた在宅支援の
強化を図るとともに、居住の
場所の確保、進学や就業の支
援など自立を支援するための
施策を講じる。また、虐待を
受けた子どものケアや虐待を
行った保護者の指導・支援の
在り方等の調査研究等を進め
る。」とされた。（16年6
月）

　　死傷事故発生割合が高い796地区を「あんしん歩行エリア」として指定した上、都道府県公
安委員会と道路管理者が連携して面的かつ総合的な事故抑止対策を推進している。

　　その他、子ども連れの親等が安全・安心に通行することができるよう、歩車分離式信号の運
用、信号灯器のＬＥＤ化、道路標識・道路標示の大型化・高輝度化等を推進している。

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①地域の実情に応じた多様な
家族支援サービスを充実させ
る
③保育所等が組み込まれた職
住近接のまちづくりを促進す
ることを基本方針とした「地
域こぞって子育てを」を盛り
込んだ。（１３年７月）

　子育て世帯向けの広くゆとりあ
る住宅の確保を支援するととも
に、職住近接で子育てのしやすい
都心居住や、公共賃貸住宅等と保
育所等の子育て支援に資する施設
の一体的整備を推進する。
　また、交通規制の実施や交通安
全施設の整備の推進、チャイルド
シートを容易に入手し、正しく使
用できる環境づくり等、安心して
子育てができるように安全な道路
交通環境の整備に努める。

・少年相談等の機会を捉えた児童虐待事案の早期発見、児童を保護する観点からの適切な事件化、
　児童相談所長等からの要請に応じた適切な援助、被害を受けた児童への支援等を実施（警察庁　１３年～）

児童虐待に関する少年相談受理件数
区分    年 12年 13年 14年 15年
件数 1,342 1,574 1,382 1,271

児童虐待事件の態様別検挙状況
区分

年
検挙
件数

検挙
人数

被害
児童
数

検挙
件数

検挙
人数

被害
児童
数

検挙
件数

検挙
人数

被害
児童
数

検挙
件数

検挙
人数

被害
児童
数

検挙
件数

検挙
人数

被害
児童
数

１５年 157 183 166 109 130 115 29 29 32 19 24 19 0 0 0
１４年 172 184 179 119 127 121 33 32 36 20 25 22 0 0 0
１３年 189 216 194 136 156 139 32 33 32 21 27 23 0 0 0

総数 身体的虐待 性的虐待 怠慢又は拒否 心理的虐待

児童虐待の罪種別検挙状況（人）
区分

年
傷害
致死

１５年 183 26 98 25 6 0 6 3 18 2 20 4 0
１４年 184 20 101 20 5 1 7 4 21 0 25 0 0
１３年 216 38 109 32 9 0 4 5 14 10 23 3 1
１２年 208 35 105 25 4 0 15 9 17 3 17 3 0

青少
年
保護

保護
責任
者

重過
失
致死

覚せ
い剤
取締

総数 殺人 傷害 暴行
逮捕
監禁

強姦
強制
わい
せつ

児童
福祉
法

警察官の援助状況
12年※ 13年 14年 15年

援助件数 16 122 103 90
＊12年11月～12月
　　　（児童虐待防止法施行日：12年11月20日）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

○　チャイルドシートの普及促進への取り組み（警察庁）

○子育て世帯向けの広くゆとりある住宅の確保（国土交通省）

　・住宅金融公庫の証券化支援事業等による良質な住宅取得の支援

　・特定優良賃貸住宅制度の活用や都市再生機構の民間供給支援型賃貸住宅制度による良質なファミリー向け賃貸住宅の供給支援

　・高齢者等の住宅資産の活用による良質なファミリー向け住宅の供給促進

　・既設の公社等の住宅の改善・更新による良質なファミリー向け住宅の供給の促進

　・公営住宅、特定優良賃貸住宅における事業主体の判断による多子世帯等の優先入居

　・公共賃貸住宅の整備や市街地住宅整備における、住宅等と保育所等の子育て支援施設の一体的整備の推進

　・総合設計制度の活用による保育所等の設置の促進

　・都心の既存オフィス等のファミリー向け賃貸住宅への転用等の促進

　・大都市地域等の既成市街地において、職住近接型の市街地住宅の供給と良好な住宅市街地の整備を総合的に推進

○歩行空間のバリアフリー化（国土交通省）

　・高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動円滑化の促進に関する法律に基づき、歩道の段差、勾配の

　　改善等歩行空間のバリアフリー化を推進。

　・1日当たりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設の周辺等の主な道路のバリアフリー化の割合が、

　　17%（14年度）から25%(H5年度）に向上

○公共交通機関のバリアフリー化
・公共交通機関のバリアフリー化の推進（国土交通省）

12年度 13年度 14年度 15年度

鉄軌道駅 28.6% 32.9% 39.0% 43.9%

バスターミナル 60.0% 68.2% 71.1% 集計中

旅客船ターミナル 33.3% 37.5% 55.6% 75.0%

航空旅客ターミナル 5.0% 9.5% 18.2% 集計中

1日あたりの平均利用者数が5,000人以上の旅客施設のうち段差解消がなされている旅客施設

・交通機関における車両等のバリアフリー化の推進(国土交通省)

12年度 13年度 14年度 15年度

鉄軌道車両 10.1% 14.8% 19.4% 集計中

バス車両
　・低床バス 4.9% 8.8% 13.9% 集計中

　・ノンステップバス 2.2% 3.9% 6.6% 集計中

旅客船 0.0% 0.2% 2.1% 4.4%

航空機 1.0% 12.5% 24.5% 32.1%

・心のバリアフリーの推進（国土交通省）

　－交通バリアフリー教室の開催等交通バリアフリー化の総合的な推進

・男女共同参画会議の「男女
共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況の監視
について」において、仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて、子どもの数などの家
族構成や、年齢階層、所得階
層において多様な人々がひと
つのコミュニティーの中で住
み続けられるようにという視
点に留意して住宅政策を進め
ていくことが重要、その中で
保育所を設置する等子育て支
援策を組み込んでいくことが
必要であること等を意見とし
て決定（14年７月）

　　チャイルドシートの正しい使用に関する講習会の開催、レンタル・リサイクルの充実のため
の支援等チャイルドシートの普及促進に積極的に取り組んでいる。

・少子化対策推進関係閣僚会
議の「次世代育成支援に関す
る当面の取組み方針」におい
て、「妊婦や乳幼児を連れた
人が安心して外出等できるよ
うな環境整備を行なうととも
に、子育てを支援する良質な
住宅・居住環境を整備する」
と決定（15年4月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

○子育てバリアフリー等を推進する（国土交通省）

　･STS（スペシャル・トランスポート・サービス）を活用した育児支援輸送サービスのあり方について、

　 調査・実験を今年度実施することを決定（16年度）

「妊婦、子ども及び子ども連
れの人が利用する建築物、公
共交通機関及び公共施設等に
ついて、段差の解消等のバリ
アフリー化を推進するととも
に、ベビーベッド等の設置さ
れたトイレの整備を男性によ
る利用にも配慮しながら促進
する。また、各種施設におけ
る、妊婦や乳幼児連れの人も
利用できる駐車施設の建物入
口近くへの確保を促進す
る。」

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「良
質なファミリー向け賃貸住宅
の供給促進や、持ち家に係る
融資制度や税制優遇措置の活
用、公共賃貸住宅における地
域の実情に応じた多子世帯の
優先入居制度の活用を通じ、
二世帯住宅を含め多様な居住
形態に対応しつつ、子育てに
適した住宅の確保を支援す
る。また、通勤時間の短縮に
も資するよう、建築規制の特
例措置の活用による都心型住
宅の供給促進や、総合的な住
宅市街地の再生・整備により
職住近接を推進するほか、公
共賃貸住宅等と保育所等の子
育て支援施設との一体的整備
を推進する。さらに、シック
ハウス対策を推進する。」

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「タ
クシー事業者と子育て支援セ
ンター等が連携し、安全で安
心して利用できる幼児送迎
サービスを提供するための個
別輸送サービス（STS(スペ
シャル・トランスポート・
サービス)）の普及を推進す
る。」とされた。（16年6
月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

「「子育てバリアフリー」
マップの作成・配布や、公共
交通機関や宿泊施設等のバリ
アフリー状況についての情報
提供を推進するとともに、子
育てバリアフリーの普及啓発
を図る。劇場、レジャー施設
など多くの者が利用する公共
的施設・機関において、子ど
も連れ家族の優先的な入館や
料金割引サービスの普及を促
進するため、関係省庁の協力
の下に関係業界等に対して要
請する。乳幼児同伴の利用者
等に対応した、区画された観
覧室の設置など、子ども連れ
家族が劇場、ホールに来やす
い環境の整備を促進する。妊
婦、子ども及び子ども連れの
人が安全にかつ安心して通行
することができる道路交通環
境を整備する。

「建築物、公園等の施設等に
関する安全対策を推進し、妊
婦、子ども及び子ども連れの
人が、安全にかつ安心して利
用できる環境を整備する。」
とされた。（16年6月）

①ひとり親家庭の親等の就労と子育てへの支援

・母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（以下、「改正母子及び寡婦福祉法」という。）の成立（14年11月）、施行（15年4月）

・母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の成立（１５年７月）、施行（15年８月）

・経済団体に対し、傘下の企業における母子家庭の母の雇い入れ促進について、周知を要請（厚生労働省　15年8月）

・改正母子及び寡婦福祉法に基づき、「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」を告示（厚生労働省　15年
3月19日）

・母子家庭の就業支援を推進する観点から、母子家庭雇用促進チームを省内に設置し、当面の取組みをとりまとめた（厚生労働省　１５年１０
月）
　母子家庭の母の就業支援に関する関係省庁連絡課長会議を開催し、母子家庭の母の就業の促進に配慮する旨、申し合わせた。（厚生労働省
１６年３月）

①ひとり親家庭の親等の就労と
子育てへの支援

　母子家庭の母等の生活の安定と
自立の促進を図るため、職業相
談、指導の実施、職業訓練、職場
適応訓練の実施、母子家庭の母等
を雇用する事業主に対する賃金の
助成などの就業援助対策を推進す
る。

・改正母子及び寡婦福祉法に基づき、就業・自立に主眼を置いた総合的母子家庭等対策を施行(厚生労働省　15年4月1日）

・「母子家庭及び寡婦の生活
の安定と向上のための措置に
関する基本的な方針」に、
「特定求職者雇用開発助成金
の活用」、「試行雇用を通じ
た早期再就職の促進」が盛り
込まれた。（厚生労働省　15
年3月）

イ　ひとり親家庭に対する支援
の充実

・厚生労働省から依頼を受け、国の機関の非常勤職員等の募集に際し、母子家庭等就業・自立支援センターに求人情報を提供するよう、機関に
　通知文書を発出（防衛庁　16年６月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

母子家庭の母等への訓練手当支給実績　

12年度 13年度 14年度 15年度

支給人数（人） 741 716 807 836

支給額（百万円） 272 235 252 239

※ 支給額：国の負担割合１／２の額

実績（母子家庭の母等以外の対象者を含む） (単位：百万円)

12年度 13年度 14年度 15年度

　支給件数 9,871 9,558 9,323 7,679

支給額 758 740 721 582

・職業相談の実施（厚生労働省）

寡婦等相談員配置数

12年度 13年度 14年度 15年度

配置数 216 216 216 216

　　　・職業相談状況

12年度 13年度 14年度 15年度
新規求職申込件数 104,779 117,323 124,879 132,594

紹介件数 132,195 159,291 183,205 198,104

就職件数 40,552 43,806 46,334 52,145

・特定求職者雇用開発助成金の支給（厚生労働省）

実績（母子家庭の母等） (単位：百万円)

12年度 13年度 14年度 15年度

　支給件数 19,034 21,378 19,944 20,267

支給額 5,544 6,339 5,711 5,277

・試行雇用奨励金（母子家庭の母等）の支給（厚生労働省　15年2月10日より）

実績

14年度 15年度
トライアル雇用開始者数 10 175

・母子家庭等就業・自立支援センター事業における就業相談の実施（厚生労働省）

15年度

相談件数
9,435

・母子寡婦福祉貸付金の貸付（厚生労働省） （件）

12年度 13年度 14年度 15年度

貸付件数 57,424 56,634 58,300 59,606

・児童扶養手当の支給（厚生労働省） （人）

12年度 13年度 14年度 15年度

受給者数 708,395 759,197 822,958 871,456

・経済対策閣僚会議の「改革
加速プログラム」において、
「雇用環境が特に厳しい層の
ための就職支援の強化」が盛
り込まれ、母子家庭の母に対
する就業支援等を行うことと
された。（14年12月）。

・「母子寡婦等自立支援対策
大綱」に「特定求職者雇用開
発助成金の活用」が盛り込ま
れた。（厚生労働省　14年3
月）

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「母子家庭が
十分な収入を得ることがで
き、自立した生活をすること
ができるよう、就業相談、職
業能力向上のための訓練、効
果的な職業あっせん、就業機
会の創出等を実施するなど、
就業面での支援体制の整備を
促進するとともに、保育所へ
の優先入所も法定化され、具
体的な就業支援策を一層推進
する。」ことを意見として決
定（15年4月）。

・公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する母子家庭の母等に対し、都道府県が訓練手当を支給（厚生労働省）

・職場適応訓練の実施（厚生労働省）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「母
子家庭及び父子家庭が安心し
て子育てと仕事を両立できる
よう、母子家庭等の子育て・
生活支援策、就業支援策、経
済的支援策を総合的に推進
し、自立を支援する。」とさ
れた。（16年6月）

・産業再生・雇用対策戦略本
部の「当面の雇用・中小企業
対策」において、「雇用環境
が厳しい層への就職支援の強
化等」が盛り込まれ、母子家
庭の母等といった特に雇用環
境が厳しい層への就職支援を
強化することとされた。（14
年12月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

①仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発の推進

①育児休業その他仕事と子育ての両立のための制度の一層の定着促進

・適切な行政指導の実施（厚生労働省）

・育児休業取得促進奨励金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　15年度～）

・育児両立支援奨励金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　14年度～）

育児両立支援奨励金の支給状況

14年度 15年度

件数 244 498

金額（千円） 97,600 199,100

・雇用保険法の改正による育児休業給付の給付率の引上げ(25％→40％)(厚生労働省　13年1月～)

・育児休業代替要員確保等助成金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　12年度～）

 ・育児休業取得者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原
職等に復帰させた事業主に対し、助成金を支給

ア　仕事と育児・介護の両立に
関する意識啓発の推進

①仕事と育児・介護の両立に関
する意識啓発の推進

　男女労働者共に、希望すれば育
児休業を取得できるよう、制度の
周知徹底及び企業における制度の
定着に向けた指導を行うととも
に、育児休業給付についても活用
を促進する。また、育児のための
勤務時間短縮等の措置や育児を行
う労働者の深夜業を制限する制度
等の周知、定着を図る。

・男女共同参画会議の「男女
共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況の監視
について」において、仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて、両立支援のための先
進的な取組を行っている企業
の取組事例を収集し、情報提
供をすること等、事業主の意
識啓発を一層推進していくこ
とが必要であることを意見と
して決定（14年７月）。

（２）　仕事と育
児・介護の両立の
ための雇用環境の
整備

イ　仕事と子育ての両立のため
の制度の一層の定着促進・充実

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「次
世代法に基づく、仕事と子育
ての両立等に関し企業におけ
る自主的な取組の促進を図る
ための一般事業主行動計画の
策定・実施を支援するととも
に、同法に基づく基準に適合
する一般事業主の認定制度の
活用を促進する。さらに、次
世代法の認定企業を中心に行
動計画の内容や達成状況を自
主的に公表することを促す。
特定事業主に関しては、自ら
の行動計画を公表するととも
に、国においてはその実施状
況を公表し、地方公共団体等
に対してその実施状況の公表
を促す。」とされた。（16年
6月）

　仕事と家庭を容易に両立できる
よう、労使の理解を高めて、職場
における労使一体となった取組を
促進するとともに、固定的な性別
役割分担意識の解消や職場優先の
組織風土の是正に向けて、広く意
識啓発のための広報活動、国民運
動を実施する。

①育児休業その他仕事と子育て
の両立のための制度の一層の定
着促進

・毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」として広報啓発活動を実施し、月間中央行事として、「少子化時代の企業の
　在り方を考えるシンポジウム」を開催（厚生労働省）

  育児休業取得促進のための雇用環境整備等を図る旨の届出を行うとともに、３年以内に育児休業の取得促進を図るための措置を実施し、かつ
雇用する男性労働者及び女性労働者のそれぞれに育児休業取得者が生じた事業主に対して、奨励金を支給（１事業主70万円）

　勤務時間短縮等の措置等、小学校就学前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度を設けた
事業主に対して、奨励金を支給（中小企業：40万円、大企業：30万円）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①各企業が、仕事と子育ての
両立がしやすい多様な雇用形
態や処遇、弾力的な労働時間
制などに一層積極的に取り組
む
②育児休業制度ならびに出産
休暇の十分な活用を求める
③企業の両立指標を開発・公
表する
④実質上期間の定めなく雇用
されている者については、育
児休業の対象となることを明
確化することを基本方針とし
た「両立ライフへ職場改革」
を盛り込んだ（１３年７月）

  「次世代育成支援に関する当面の取組方針」（15年3月14日少子化対策推進関係閣僚会議決定）及び「少子化社会対策大綱」（16年6月4日閣
議決定）において設定された育児休業取得率等の目標値を踏まえ、育児・介護休業法の円滑な施行を図るため、集団指導を中心とした計画的、
効果的な行政指導を実施
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

制度を新たに規定し、休業取得者が生じた場合：中小企業50万円、大企業40万円

年間限度額：１事業所当たり年間20人

育児休業代替要員確保等助成金の支給状況

12年度 13年度 14年度 15年度

件数 26 758 1,247 1,407

金額（千円） 3,050 142,050 256,800 298,050

・育児休業給付制度（厚生労働省　7年度～）

育児休業給付の支給状況 （人、百万円）

12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

 ①　受給者数 148,482 161,469 173,855 184,752 

男 382 473 526 746 

女 148,100 160,996 173,329 184,006 

 ②　支給金額 37,229 59,864 70,795 76,330 

男 72 140 166 201 

女 37,156 59,723 70,629 76,129 

②仕事と子育ての両立の促進に向けた制度の充実

・平成13年に育児・介護休業法の改正を実施　(厚生労働省　14年4月施行　(2)は13年11月16日施行）

(1) 育児を行う労働者の時間外労働の制限

1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を労働者の請求により制限

(2) 育児休業等を理由とした不利益取扱いの禁止

解雇のみ→解雇その他不利益な取扱い

(3) 勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ

1歳未満→3歳未満

(4) 子の看護のための休暇の措置（事業主の努力義務）

・適切な行政指導の実施（厚生労働省） (５（２）イ①に前掲）

11年度 14年度 15年度

男性 0.42 0.33 0.44

女性 56.4 64.0 73.1

小学校就学の始期までの勤務時間短縮等の措置導入率（％）

11年度 14年度 15年度

導入率 7.0 9.6 10.2

・労働政策審議会において、
育児休業制度等の見直しにつ
いて建議がなされた（厚生労
働省　15年12月）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①各企業が、仕事と子育ての
両立がしやすい多様な雇用形
態や処遇、弾力的な労働時間
制などに一層積極的に取り組
む
②育児休業制度ならびに出産
休暇の十分な活用を求める
③企業の両立指標を開発・公
表する
④実質上期間の定めなく雇用
されている者については、育
児休業の対象となることを明
確化することを基本方針とし
た「両立ライフへ職場改革」
を盛り込んだ（１３年７月）

　注：平成１１年度及び１４年度調査は、５人以上規模の事業所調査であり、平成１５年度調査は、30人以上規模の企業調査
　　　であるため、数値を単純に比較することはできない。

　注：平成１１年度及び１４年度調査は、５人以上規模の事業所調査であり、平成１５年度調査は、30人以上規模の企業調査
　　　であるため、数値を単純に比較することはできない。

②仕事と子育ての両立の促進に
向けた制度の充実 ・育児休業制度をより利用しやすい仕組みとするため、育児休業・介護休業の対象労働者の拡大、育児休業期間の延長や看護休暇の創設等を内

容とする育児・介護休業法の改正法案を平成16年第159回通常国会に提出した。（厚生労働省）

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

既に規定している場合､対象労働者が生じた日の翌日以降3年間：1人当たり中小企業15万円､大企業10万円

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

育児休業取得率（％）

　子育てを行う男女労働者の時間
外労働が長時間にわたる場合に時
間外労働の免除を請求することが
できる制度に関し検討を行うとと
もに、育児休業から復帰後の職務
や処遇の在り方、短時間勤務制度
等子育てに配慮した勤務時間に関
する制度、子どもの看護のための
休暇制度の在り方等について検討
を行い、必要な施策を講じる。

上記の翌日以降3年間､2人目以降の対象労働者が生じた場合：１人当たり中小企業15万円､大企業10万円

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「育
児休業取得率等についての社
会全体での目標値の達成に向
け、男性も育児休業を取得で
きることを含めた普及啓発等
に取り組む。」とされた。
（16年6月）

・男女共同参画会議の「男女
共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況の監視
について」において、仕事と
子育ての両立支援策の方針に

労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために育児休業給付を支給
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

11年度 14年度

導入率 39.2 49.0

11年度 14年度 15年度

導入率 8.0 10.3 16.9

・育児両立支援奨励金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　14年度～）（５（２）イ①に前掲）

・看護休暇制度導入奨励金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　14年度～）

 

　看護休暇制度導入奨励金の支給状況

14年度 15年度

件数 1,615 2,249

金額（千円） 641,400 896,900

・育児・介護費用助成金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　7年度～）

助成率：事業主負担額1/3相当（中小企業1/2相当）

年間限度額：労働者１人当たり30万円、１事業所当たり360万円

新たに制度を規定した場合：30万円（中小企業40万円）

育児・介護費用助成金の支給状況

12年度 13年度 14年度 15年度

件数 603 609 659 636

金額（千円） 705,575 755,056 797,038 817,937

・育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の給付（厚生労働省　4年度～）

育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給状況

12年度 13年度 14年度 15年度

対象団体件数 4,438 4,884 4,897 5,152

金額（千円） 328,090 360,614 362,174 386,229

・育児休業代替要員確保等助成金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省　12年度～）（５（２）イ①に前掲）

育児のための深夜業の制度導入率（深夜業のある事業所の内）（％）

・少子化対策推進関係閣僚会
議で決定した「次世代育成支
援に関する当面の取組方針」
において、育児休業取得率等
の目標値を踏まえた集中的な
取組など,子育てと仕事の両
立支援をより一層推進するた
め、政労使含めた社会全体で
の取組を展開することとされ
た。（15年3月）

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

・小学校就学前の子を養育する労働者が､子の看護のために､年次有給休暇とは別に取得できる休暇制度（年間5日以上）を設けた事業主
に対して､奨励金を支給（中小企業：20万円､大企業：15万円）

・育児休業・介護休業取得者がスムーズに職場復帰できるよう、労働者の能力の開発及び向上を図るため、職場復帰プログラム（在宅
講習・職場環境適応講習・職場復帰直前講習・職場復帰直後講習）を実施した事業主・事業主団体に奨励金を支給（支給限度額　対象
労働者１人当たり　中小企業：21万円、大企業：16万円）

 ・労働者が育児・介護サービスの利用に要する費用の補助等を行う旨を規定し、費用補助等を行った事業主に対して、助成金を支給

　注：平成１１年度及び１４年度調査は、５人以上規模の事業所調査であり、平成１５年度調査は、30人以上規模の企業調査
　　　であるため、数値を単純に比較することはできない。

子どもの看護休暇制度の導入率（％）

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、育児
休業制度等についての取組を
推進することが具体的施策と
して盛り込まれた。（16年6
月）

子育ての両立支援策の方針に
ついて、短時間正社員制度の
導入支援の検討に当たって
は、正社員との均衡を考慮し
たパートタイム労働者の処
遇・労働条件のあり方とあわ
せて結論を得て、法制面も視
野に入れた必要な措置が講じ
られることが必要であること
等を意見として決定（14年７
月）

15/22



施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

①介護休業その他仕事と介護の両立のための制度の定着促進等

・雇用保険法の改正による介護休業給付の給付率の引上げ(25％→40％)(厚生労働省　13年2月～)

・介護休業給付制度（厚生労働省　11年度～）

　介護休業給付の支給状況 （人、百万円）

12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

 ①　受給者数 3,907 4,570 4,488 4,668 

男 752 955 963 987 

女 3,155 3,615 3,525 3,681 

 ②　支給金額 630 1,157 1,158 1,192 

男 169 338 339 347 

女 461 819 819 845 

・適切な行政指導の実施（厚生労働省）

11年度 14年度

男性 0.01 0.03

女性 0.15 0.08

・育児・介護費用助成金（育児・介護雇用安定助成金）の給付(厚生労働省 7年度～）（５（２）イ②に前掲）

・育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の給付（厚生労働省　7年度～）（５（２）イ②に前掲）

エ　育児や家族の介護を行う労
働者が働き続けやすい環境の整
備
①企業の子育て・介護支援の取
組に対する評価

①企業の子育て・介護支援の取組に対する評価

・ファミリー・フレンドリー企業表彰の実施（厚生労働省　11年度～）

労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するための介護休業給付を支給

・育児・介護休業法の円滑な施行を図るため、集団指導を中心とした計画的、効果的な行政指導
を実施

ウ　仕事と介護の両立のための
制度の定着促進等

　介護休業制度や介護のための勤
務時間短縮等の措置、介護を行う
労働者の深夜業を制限する制度等
についての周知徹底及び企業にお
ける介護休業制度等に係る規定の
整備の徹底に向けた指導を行い、
その定着を図るとともに、介護休
業給付についても活用を促進す
る。
　さらに、育児休業・介護休業等
育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律の施行状況や介
護の実態等の的確な把握、分析に
努め、制度について総合的な検討
を行う。

①介護休業その他仕事と介護の
両立のための制度の定着促進等

・インターネット上に、「両立指標」を活用した企業診断が行えるシステム「ファミリー・フレンドリー・サイト」
　を開発（厚生労働省　１６年３月）

・「両立指標に関する指針」の策定（厚生労働省　15年4月）

　介護休業取得率（％）

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」より

　仕事と育児・介護とが両立でき
る様々な制度を持ち、多様でかつ
柔軟な働き方を労働者が選択でき
るような取組を行うファミリー・
フレンドリー企業を目指す企業の
取組を支援するなど、企業におけ
る自主的な取組の促進を図る。

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「企
業における「仕事と家庭の両
立のしやすさ」を示す両立指
標の周知・広報等により、仕
事と育児が両立できるような
様々な制度を持ち多様でかつ
柔軟な働き方を労働者が選択
できるような取組を行う企業
（ファミリー・フレンドリー
企業）の普及促進を図る。」
とされた。（16年6月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

・少子化対策推進関係閣僚会
議で決定された「次世代育成
支援に関する当面の取組方
針」に基本的な施策として
「両立指標を活用した企業診
断による企業の相談援助」が
盛り込まれた（15年3月）

②地域の子育て・介護支援体制の整備

・ファミリー・サポート・センターの設置状況（厚生労働省）

12年度 13年度 14年度 15年度

設置数 116 193 262 301

・フレーフレー・テレフォン事業の実施（14年度より47都道府県で実施）（厚生労働省）

③育児・介護を行う労働者に対
する相談・情報提供

　育児・介護をしながら働き続け
る労働者等に対し、電話等により
育児、介護、家事等に関する各種
サービスについての地域の具体的
情報を提供するフレーフレー・テ
レフォン事業を拡充するととも
に、インターネット等を活用し、
保育・育児に関する情報を始め、
仕事と育児・介護の両立のための
相談、情報提供等の充実を図る。

③育児・介護を行う労働者に対する相談・情報提供

・育児・介護等のサービスに関する情報と再就職準備に関する情報をインターネットで提供する
　「フレーフレーネット」の運営(３（３）イ①に前掲）（厚生労働省　14年6月）

　急な残業や子どもの急病等に対
応し、臨時的、突発的な保育や軽
易な介護を地域における相互援助
活動として行うファミリー・サ
ポート・センター事業の拡充を進
める。

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、
①地域の実情に応じた多様な
家族支援サービスを充実させ
るを盛り込んだ（１３年７
月）

②地域の子育て・介護支援体制
の整備

・少子化対策推進関係閣僚会
議で決定された「次世代育成
支援に関する当面の取組方
針」において、ファミリー・
サポート・センターの設置促
進など,子育てと仕事の両立
支援をより一層推進するた
め、政労使含めた社会全体で
の取組を展開することとされ
た。（15年3月）

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定された「仕事
と子育ての両立支援策の方針
について」において、具体的
施策として「企業の両立指標
を開発・公表する」とされた
（13年7月）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において「子育
て中の労働者や主婦等を会員
として、地域における育児の
相互援助活動を行うファミ
リー・サポート・センターの
設置を促進する。」とされ
た。（16年6月）
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施策の基本的方向 具体的施策 関連提言等 施策の実施状況及び関連統計等

①男女の固定的役割分担意識の是正のための広報・啓発

 ・生涯にわたる男女共同参画学習促進事業（文部科学省　平成12年度～14年度）

②家庭教育に関する学習機会の充実

・男女の家庭・地域生活充実支援事業の実施（14年度～）（文部科学省）

　　就学時健診等の機会を活用した子育て講座の実施数（５（１）ア④に前掲）

13年度 14年度 15年度

12759 15306 17190

　　思春期の子どもを持つ親のための子育て講座の実施数（５（１）ア④に前掲）

13年度 14年度 15年度

103 4446 7186

　　妊娠期にある親を対象とした子育て講座の実施数（５（１）ア④に前掲）

14年度 15年度

1978 2539

・家庭教育手帳・ノートを作成・配布（文部科学省　11年度～14年度）（５（１）ア④に前掲）

・家庭教育ビデオを作成・配布（文部科学省　14年度）（５（１）ア④に前掲）

・新家庭教育手帳を作成・配布（文部科学省　15年度～）（５（１）ア④に前掲）

・「全国家庭教育フォーラム」を実施（文部科学省　16年度～）（５（１）ア④に前掲）

③父親の家庭教育参加の支援・促進

 ・法務省の人権擁護機関において，人権週間（１２月４日～１０日）の強調事項の一つに「女
性の地位を高めよう」を掲げ，テレビ・出版物による広報，ポスター・パンフレット等の配布，
講演会・座談会等を実施。（法務省）

・「子育て学習の全国展開事業」において、家庭教育に関する学習機会を提供（文部科学省　13年度～15年度）(５（１）ア④に前掲)

・「子育て支援ネットワークの充実事業」において、企業等の協力を得て、家庭教育講座を開設したり、子どもが父親の職場を参観する事業を
実施する市町村に対して補助を実施（文部科学省　12～14年度）

（３）家庭生活、
地域社会への男女
の共同参画の促進

ア　家庭生活への男女の共同参
画の促進

①男女の固定的役割分担意識の
是正のための広報・啓発

 （男女共同参画の視点に立った教育を家庭及び地域で推進するため、年少の子供を持つ親を対
象にした教育についてのモデル的な事業を委託により実施）

③父親の家庭教育参加の支援・
促進

　男女の固定的役割分担意識を是
正するため、「人権週間」等を通
じた広報・啓発活動や、学習機会
の提供を通じて、家庭生活におけ
る男女の共同参画を促進する。ま
た、家庭等における、男女共同参
画に関する取組の事例を収集し、
国民に提供する。

②家庭教育に関する学習機会の
充実

　これから親になる青年や子育て
中の親を対象に、子育てに関する
学習機会を提供する。

　父親の家庭教育への参加を促す
ため、企業等との連携により、子
どもの職場参観や職場内での家庭
教育に関する講座等の事業を実施
する。

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「男
性労働者が子育てのための休
暇等（育児休業・看護休暇・
年次休暇等）を・取得しやす
くするための取組（例えば、
男性の子育て参加のための父
親プログラムを労働者自ら作
成し、職場全体でプログラム
の実施をサポートする取組な
ど）の普及を図る。」とされ
た（16年6月）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、
「中・高生等が、保育所、児
童館、乳幼児健診の場等に参
加し、乳幼児とふれあう機会
を広げる取組を進めたり、
中・高校生等のボランティア
ベビーシッターの育成を図る
こと等により、子どもや家庭
の大切さを理解できるように
する。」「子どもの育ちの段
階に応じ、地域の幼稚園、保
育所や児童館などを使った多
様な子育て講座、親子教室、
相談事業など、親が子育ての
知識や考え方を身に付け、安
心して子育てに取り組めるよ
う「親と子の育ちの場」の提
供を進める。」とされた。
（16年6月）

・「家庭教育支援における行
政と子育て支援団体との連携
についての調査研究委員会」
の報告において、行政と子育
て支援団体とが連携した家庭
教育支援について提言（文部
科学省　16年３月）

・「家庭教育支援総合推進事業」において、多様な機会を活用した家庭教育に関する学習機会の提供等を実施（文部科学省　16年度～）
　（５（１）ア④に前掲）
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・「家庭教育支援総合推進事業」において、父親の家庭教育参加を考える集い等を実施（文部科学省 16年度～）（５（１）ア④に前掲）

①地域社会活動への参画促進 ①地域社会活動への参画促進

　　市民活動活性化モデル事業の実施数

14年度 15年度 16年度

13 17 16

・法務省の人権擁護機関において、全国各地で各種啓発活動を実施（法務省）

②地域の教育力の再生 ②地域の教育力の再生

・地域との連携協力を図るため、校舎や屋内運動場の開放に必要な施設の整備に補助する事業を

実施（文部科学省）

12年度 13年度 14年度 15年度

93か所 135か所 121か所 98か所

③消費者教育の推進・支援 ③消費者教育の推進・支援

・国立大学等で実施している公開講座において消費者問題に関する講座を実施　（文部科学省）

・青少年への消費者政策（経済産業省）

Ｈ１４年度 Ｈ１５年度

ビデオ 1,000本配布 2,727本配布

パンフレット 96万部配布 112万部配布

　　　　　　　　　　地域・学校連携施設整備事業の実施数

・「家庭教育支援における行
政と子育て支援団体との連携
についての調査研究委員会」
の報告において、行政と子育
て支援団体とが連携した家庭
教育支援について提言（文部
科学省　16年３月）（再掲）

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「児
童館や学校などを活用し、子
どもたちが放課後や週末にス
ポーツや文化活動をしたり、
乳幼児や高齢者などの様々な
世代と交流することができる
活動を推進するとともに、運
動場の芝生化など、多様な活
動の機会や場所づくりを進め
る。また、我が国の伝統や文
化を子どもたちに伝えていく
ことができるよう指導者を養
成するとともに、高齢者等の
他世代との交流等の体験の機
会を提供する。」とされた。
（16年6月）。

　地方公共団体の行う社会教育の
一環として、消費者生活に関する
学習を奨励するとともに、国立大
学等において公開講座を開設する
など、消費者問題に関する各種の
学習機会を提供する。また、学校
教育・社会教育向けの副教材等の
作成や情報等の体系的・総合的な
提供、及び、調査研究、研究事業
等の支援を行う。

　学校の余裕教室等を活用して子
どもや高齢者を含めた地域の人々
の交流の場を提供することによ
り、地域の人々の連携の強化を図
りつつ、豊かな人間性を育む環境
を醸成する。

　　青少年に被害の多い悪質商法を紹介したビデオやパンフレットを作成し、全国の高等学校、
都道府県、消費生活センター等に配布。

・地域のスポーツ指導者，大学生，高齢者などの人材を活用し，地域の実情に応じて週末等を通
じた地域教育力の活性化に向けたモデル事業を実施（文部科学省　14年度～15年度）

・学校の校庭や教室等に安全・安心して活動できる子どもの居場所（活動拠点）を設け、地域の大人の協力を得て、小・中学生を対象とした、
放課後や週末における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を実施する。（文部科学省　16年度～）

・独立行政法人国立女性教育会館では，消費者教育を含む女性・家庭に関する情報提供サービス
を実施（文部科学省　11年度～）。

　暮らしやすい活力ある地域社会
をつくっていくためには、地域社
会への住民参加が重要であり、男
性の職場中心の意識・ライフサイ
クルを見直し、多様なライフサイ
クルを持つ男女の地域活動への参
加を促進するため、あらゆる機会
を通じて広報・啓発を行う。ま
た、地域振興やまちづくり計画な
どに生活者の視点やニーズの取り
入れを図る。

イ　地域社会への男女の共同参
画の促進

・女性や高齢者が中心となった市民活動等のビジネス化を後押しするための市民活
動活性化モデルを実施（経済産業省　14年度～１６年度）

・学校の余裕教室等を「地域ふれあい交流センター」として位置付け，そこでの地域の人々の交流を通じ，
　地域の人々の連携強化を図り，豊かな人間性を育む環境を醸成する事業を実施（文部科学省　13年度）
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④環境保全活動への参画の支援

① 環境教育・環境学習の場や機会の提供（環境省）

「こどもエコクラブ」事業の実施

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度

会員数（人） 75308 75244 77417 82,299

女性の割合 － －

② 地球環境基金による民間団体への助成（環境省）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度

助成件数（件） 300 223 227 216

③ 国民、企業、民間団体、行政等各主体の環境パートナーシップを促進する

ホームページ「環境らしんばん」による情報提供、交流の場の創出（環境省）

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度

⑤ボランティア活動等の参加促進のための環境整備

・勤労者や企業に対する啓発活動

・ボランティア情報データベースシステムによる情報提供・相談活動

・勤労者を対象とするガイダンス等の実施

・国，都道府県，市町村の各レベルにおいて，奉仕活動・体験活動を支援するための協議会及び

 活動支援のためのセンターを設置するなど，推進体制を整備（文部科学省　14年度～）

・全国的な普及啓発を図るための奉仕活動・体験活動推進全国フォーラム等を実施

 （文部科学省　14年度～）。

　ボランティア活動に関する調査
研究を行い、情報提供・相談事業
を実施する。また、都道府県のボ
ランティア登録制度の整備の支援
等を通じ、人々のボランティア活
動への参加促進を図る。
　退職者を含む勤労者等の人々
が、その希望に応じてボランティ
ア活動等に参加することができる
よう、事業主団体、ボランティア
関係団体と連携しつつ、情報提
供、相談活動等を実施する。

180万－ 106万 124万

・１２道県において、経営者団体、都道府県社会福祉協議会及びＮＰＯ・ボランティア支援団体の連携の下、「勤労者マルチライフ支援事業」
を実施　（厚生労働省　13年度～）

・ボランティア養成等事業（厚生労働省）

・ボランティア振興事業（厚生労働省）

 経済団体、労働団体、マスコミ、教育等の各界、各層によるボランティアシンポジウムの開催、全国的な広報、啓発を行うとともにボ
ランティアに関する各種資料、文献等の情報提供やボランティアセンター担当者に対する研修事業等の事業を全国社会福祉協議会にて
実施

 ボランティア活動に参加意欲のある者や初心者を対象に、活動の意義や心構え等について理解を深めるとともに、基礎的な知識や技術
を習得するするための入門講座を開催するほか、ボランティア情報誌の発行や相談・登録・あっせん、また、地域住民がボランティア
活動を継続的に行うことができるよう、空き教室等を活用したボランティア活動のための拠点の整備等の事業を市区町村社会福祉協議
会にて実施
なお、当該事業は、13年度から15年度には、279市区町村社会福祉協議会において実施

 小、中、高校生や社会人が、社会福祉施設の行事への参加や宿泊などの体験学習を通じて社会福祉への関心を深める福祉教育推進事業
や、企業、労働組合、農協、生協や住民参加型サービス団体の担当者を対象とするリーダー養成・研修、コーディネーター養成・研修
等の事業を都道府県、政令指定都市社会福祉協議会にて実施
なお、当該事業は15年度には、59都道府県、政令指定都市社会福祉協議会において実施

　内外の環境問題の解決において
女性の果たす役割がきわめて大き
いことに配慮しつつ、社会を構成
するあらゆる主体のパートナー
シップによる環境保全に向けた取
組を支援、促進するため、環境問
題に関する情報の提供や交流の場
の提供等の事業を推進するととも
に、地域における環境学習の推進
やＮＧＯ活動の支援等を図る。

⑤ボランティア活動等の参加促
進のための環境整備

・全国ボランティア活動振興センター運営事業（厚生労働省）

メールマガジン
配信数（人）

④環境保全活動への参画の支援

ホームページ
アクセス数
（件）

1200 1467 1908 2178
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「地域と学校が連携協力した奉仕活動・体験活動推進事業」（委託件数）（文部科学省）

支援センター整備数 推進協議会整備数

14年度 15年度 14年度 15年度

国 1 1 国 1 1

都道府県 45 46 都道府県 44 44

市町村 699 1,194 市町村 717 1,126

・地域ＮＰＯとの連携による地域学習活動活性化支援事業の実施 （文部科学省　14～15年度）

①労働時間の短縮 ①労働時間の短縮

年間総実労働時間の推移
12年度 13年度 14年度

総実労働時間 1,854 1,843 1,841

所定内労働時間 1,714 1,710 1,702

所定外労働時間 140 133 139

　　厚生労働省調査　「毎月勤労統計調査」より

・閣議決定された「少子化社
対策大綱」において、「ＮＰ
Ｏなどの民間団体による地域
住民の主体的な子育て支援活
動を支援し、地域の高齢者な
どを含め、地域住民の力を積
極的に活用するとともに、世
代間交流を促進する。」とさ
れた。（16年6月）

⑥ＮＰＯ等の活動への参画促進
のための環境整備

・閣議決定された「少子化社
会対策大綱」において、「年
次有給休暇の取得促進及び所
定外労働の削減等により、年
間総実労働時間1,800時間の
達成・定着を図るとともに、
フレックスタイム制等の弾力
的な労働時間制度の普及を図
る。」とされた。（16年6
月）。

　行政・企業とは別に社会的活動
をする非営利の民間組織である、
ＮＰＯ等の活動に、男女が共に参
加でき、また、その中で日ごろの
学習活動の成果や知識・技能をい
かせるような環境整備の推進を図
る。また、ＮＰＯ等に対する社会
的に支援する仕組みについて検討
する。

・男女共同参画会議の「男女
共同参画社会の形成の促進に
関する施策の実施状況の監視
について」において、仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて、所定外労働の削減や

・男女共同参画会議の「女性
のチャレンジ支援策につい
て」において、「平成１５年
度においては、NPO法人の活
動促進のため、税制が改正さ
れることとなった。NPO法人
が活動しやすくなるようにそ
の他の制度的支援の充実が図
られることを期待したい。さ
らに、NPO法人等の活動に男
女共に参加でき、また、その
中で意欲や能力をいかせるよ
うな環境整備を進めるため、
新しい活動の在り方を支援す
る。このため、NPO法人にお
けるチャレンジとしての好事
例や支援事業等の情報収集及
びホームページ等における情
報提供を行う。」ことを意見
として決定（15年4月）。

ウ　労働時間の短縮等就業条件
の整備

・労働時間の短縮に関する啓発活動（厚生労働省）

・労働時間の短縮を図るための措置に係る事業主等に対する相談その他の援助（厚生労働省）

・労働時間の短縮に関する情報及び資料の総合的な収集ならびに事業主等に対する提供（厚生労働省）

・事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対する助成金の支給（厚生労働省）

⑥ＮＰＯ等の活動への参画促進のための環境整備

・特定非営利活動の種類の追加等が盛り込まれた「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」の施行（15年5月）
・認定要件の緩和やみなし寄附金制度の導入等、認定ＮＰＯ法人制度の拡充（15年度税制改正、15年4月）

・時間外労働時間の限度基準の履行確保に向けた指導（厚生労働省）　男女労働者が職業生活と家庭生
活との両立を図りつつ、地域社会
にも参加することを可能にするた
めの環境整備として、労働時間の
短縮を推進する。具体的には、年
間総実労働時間1,800時間の早期
達成・定着を図るため、週40時間
労働制の遵守の徹底、年次有給休
暇の取得の促進、所定外労働の削
減を図る。
　また、年次有給休暇と週休日等
の組み合わせによる２週間程度連
続する長期休暇（Ｌ休暇）の普及
に向けて、労使を始めとする関係
者の理解と協力の下、その普及促
進に取り組む。
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②フレックスタイム制等の普及

・フレックスタイム制及び裁量労働制に関する説明会の開催（厚生労働省）

フレックスタイム制、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の採用企業数割合（％）
12年度 13年度 14年度

5.6 5.0 4.9

1.7 1.2 1.4

0.4 0.9 0.3

　　厚生労働省　「就労条件総合調査」より

③勤労者リフレッシュ対策 ③勤労者リフレッシュ対策

企業におけるリフレッシュ休暇制度の導入率

9年度 14年度 15年度

導入率（％） 11.7 12.6 13.4

　　厚生労働省　「就労条件総合調査」より

・男女共同参画会議の意見を
踏まえ閣議決定した「仕事と
子育ての両立支援策の方針に
ついて」において、
①各企業が、仕事と子育ての
両立がしやすい多様な雇用形
態や処遇、弾力的な労働時間
制などに一層積極的に取り組
む
②育児休業制度ならびに出産
休暇の十分な活用を求める
③企業の両立指標を開発・公
表する
④実質上期間の定めなく雇用
されている者については、育
児休業の対象となることを明
確化することを基本方針とし
た「両立ライフへ職場改革」
を盛り込んだ。（13年７月）

②フレックスタイム制等の普及
促進

休暇の取得促進を進めていく
ことが必要であることを意見
として決定（14年７月）

・パンフレット等による広報活動の実施　（厚生労働省　元年度～）

フレックスタイム制

専門業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制

　職場、家庭、地域社会でのバラ
ンスのとれた生活を実現するた
め、リフレッシュ休暇制度の普及
促進等勤労者リフレッシュ対策を
推進する。

　自律的・創造的かつ効率的な働
き方を実現するためフレックスタ
イム制等の普及促進を図る。
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